
【令和５年度以降の取組方針】

公社等外郭団体改革進行管理表

公　社　名 公益財団法人四万十川財団 主管課名 自然共生課

役　割
四万十川の保全及び流域の振興を目的とした景観及び生物資源の保全並びにそ
の啓発事業等の実施

改革の方向性
・団体の今後の在り
方検討
・健全経営の確保

主な事業内容

１ 四万十川の清流、景観及び生態系の保全
２ 四万十川ブランド認証制度による流域振
興
３ 流域振興に係る人づくりや団体への活動
支援
４ 四万十川に関する全国への情報発信

１　重要文化的景観を地域活性化に活かしていくため、四万十川流域文化的景観連絡協議会のメンバーに各市町の観
光・商工部門の担当者も交えて、流域の地域資源の活用や地元ガイドの養成等について検討する。
２　財団の自主財源を確保するため、四万十川流域の自然環境、景観の魅力を積極的に全国発信することで、関心の
ある企業・団体等からの協賛・寄附金活動及び財団会員の募集活動を行う。また、外部から問合せに対応するため、
四万十川の現状把握の調査・データ収集を行う。
３　「四万十川すみずみツーリズム連絡会」を通じて、引き続き、流域内の農家民宿や体験施設などが一体となった
観光客の受入体制の強化及び、集客のための情報発信手法等、農家民宿経営者の資質向上を支援する。
４　今後の財団の運営のあり方について考えるため、流域５市町と県も交えた検討会を随時開催し、新たな活動の展
開を検討していく。また、日本一ともいわれる四万十川の生物多様性の保全のための方策検討を引き続き行う。
５　水質保全への取り組みや環境学習を推進し、清流保全への流域住民の意識の醸成を図る。また、四万十川流域の
一部に属する愛媛県と愛媛の流域市町（鬼北町、松野町、宇和島市)との連携を図り、清流保全に向けた具体的な取
り組み活動に結びつけていく。
６　公益財団法人への移行や事務局体制を一新したことに伴い、事業の公益性をより明確にする必要から、効果的な
事業への転換を図るための試行を行うとともに、事業の情報発信強化のため、ホームページの掲載情報の拡充を行
う。
７　子供達の川遊びを広げていく目的で、水辺の安全を確保する事業を、ハード・ソフト両面で進めていく。
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１　四万十ブランド認証制度（平成16年５月運用開始）の
認証品は累計で39品目。（現在の認証品数は３事業者６品
目）
２　四万十川流域文化的景観連絡協議会を開催(年12回,令
和４年度は13回実施)。令和３年度から行っている流域市
町の保存活用計画の改定作業については、計画通りにすす
んでいる。また、各市町の整備活用にかかる委員会委員か
らなる四万十川流域重要文化的景観保存計画等改訂検討会
（事務局：文景協）を設置し、流域市町全体の意見調整と
情報共有を図った。保存活用計画改定と並行して、今年度
から文化的景観を絡めた情報発信事業を２年計画で組み立
てている。
３　「四万十川条例」等に位置付けた保全活動を実施。
　流域の学校において、「四万十川条例」に基づく清流基
準（水生生物調査、清流度観測等）に係わる環境学習会を
開催。令和４年度は西土佐小学校他12校で学習会を開催し
た。
４　機関誌「清流通信・四万十川物語」を取材・編集し
て、毎月（25日前後）情報発信をした。送信先は、国・
県・市町村・マスコミ・旅行会社・四万十川財団会員など
で、約734件（メールマガジン：令和５年３月末現在）の
送信をしている。フェイスブックでは、フォロワー数
2,167人で令和４年度から1.6倍増加した。また、新たに
YouTubeチャンネルも開設し、８本の動画を配信した。
５　委嘱した「四万十リバーマスター」（112名）による
観光客への四万十川ルールの周知を通じて、来訪者の保全
意識の醸成を行った。また、令和３年度から「四万十川大
人塾」と銘打って、四万十リバーマスターを講師に四万十
川に残る川文化の継承を図る事業を行っている。
６　四万十リバーマスターの知識及びスキル向上のために
「四万十川研究室」と題して勉強会を行った。令和４年度
は、高知県水産振興部漁業管理課谷口正雄主幹にお願い
し、「川漁のルールのおはなし」というテーマでない水面
における規則についての講演会・意見交換会を行った。
７　事務局長を公募することにより、平成25年４月から県
職員派遣を見直し、流域市町村主体の体制に移行した。
８　平成25年４月１日　公益財団法人へ移行。
９　平成27年４月１日　収益事業を廃止
　　　　　　　　　　　公益事業の事業変更
                     （四万十川ガキ事業の追加等）
10　平成31年４月１日　清流の森づくり支援事業を廃止
11　令和３年３月12日　公益事業の事業変更（四万十川一
斉清掃支援事業の廃止等）

経

営

課

題

等

１ 重要文化的景観選定後の広報と推進体制
づくり
２ 四万十川基金の積増しによる自己資金の
充実並びに基金を活用した事業の推進
３ 財団と住民組織、グループ等とのネット
ワーク化の推進
４ 目に見え、かつリーディングな取組みと
して評価され得る事業、活動等の展開及び
情報発信
５ 流域市町や民間団体等の清流保全意識の
高揚と事業、活動等への自主的、主体的な
参加の促進
６ 財政状況を踏まえた効果的効率的な事業
の実施


